
第２５号議案 

 

   志木市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 志木市国民健康保険税条例（昭和３０年志木市条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

 

第２条第３項ただし書中「２２０，０００円」を「２４０，０００円」

に改める。 

第３条第１項中「１００分の７．３」を「１００分の７．３５」に改

める。 

第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

第５条中「２１，０００円」を「３２，８００円」に改める。 

第６条を次のように改める。 

第６条 削除 

第８条中「１０，５００円」を「１３，３００円」に改める。 

第９条中「１００分の２」を「１００分の２．２」に改める。 

第１０条中「１１，０００円」を「１４，１００円」に改める。 

第２２条第１項各号列記以外の部分中「及びイ」を削り、「ウ」を「イ」

に、「２２０，０００円」を「２４０，０００円」に、「エ」を「ウ」

に改め、同項第１号中「特定同一世帯所属者」の次に「（国民健康保険

法第６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。

以下同じ。）」を加え、同号ア中「１４，７００円」を「２２，９６０

円」に改め、同号イを削り、同号ウ中「７，３５０円」を「９，３１０

円」に改め、同号ウを同号イとし、同号エ中「７，７００円」を「９，

８７０円」に改め、同号エを同号ウとし、同項第２号ア中「１０，５０

０円」を「１６，４００円」に改め、同号イを削り、同号ウ中「５，２

５０円」を「６，６５０円」に改め、同号ウを同号イとし、同号エ中「５，



５００円」を「７，０５０円」に改め、同号エを同号ウとし、同項第３

号ア中「４，２００円」を「６，５６０円」に改め、同号イを削り、同

号ウ中「２，１００円」を「２，６６０円」に改め、同号ウを同号イと

し、同号エ中「２，２００円」を「２，８２０円」に改め、同号エを同

号ウとし、同条第２項第１号ア中「３，１５０円」を「４，９２０円」

に改め、同号イ中「５，２５０円」を「８，２００円」に改め、同号ウ

中「８，４００円」を「１３，１２０円」に改め、同号エ中「１０，５

００円」を「１６，４００円」に改め、同項第２号ア中「前項第１号ウ」

を「前項第１号イ」に、「１，５７５円」を「１，９９５円」に改め、

同号イ中「前項第２号ウ」を「前項第２号イ」に、「２，６２５円」を

「３，３２５円」に改め、同号ウ中「前項第３号ウ」を「前項第３号イ」

に、「４，２００円」を「５，３２０円」に改め、同号エ中「５，２５

０円」を「６，６５０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の志木市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例による。 

 

  令和７年２月２０日提出 

 

志木市長 香 川 武 文   

 

      提 案 理 由 

 国民健康保険事業の健全な運営を図るため、保険税率等の改定をした

いので、地方税法第３条第１項の規定により、この案を提出するもので

ある。 


